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はじめに 
 

計画策定に当たって 
 

（１）計画の背景と目的 
 

本市の空き家率（全住宅総数に占める空き家の割合）は、平成２５年住宅・土地

統計調査（総務省）によると１６．５％で、１０年前の同調査における空き家率   

１０．３％から著しく増加しています。特に別荘、売却・賃貸用以外の「その他の

住宅」の空き家率については、この１０年間で約１．８倍となっています。 

このなかには、適正に管理されず、周辺の生活環境等に悪影響を及ぼすものも生

じており、倒壊や火災のおそれ、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる悪

影響が顕在化しています。 

人口減少、社会ニーズの変化、産業構造の変化及び既存建築物の老朽化に伴い、

今後もこのような空き家等が増加していくものと予想され、これらの問題が一層深

刻化することが懸念されます。 

このため、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の

保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、平成２６年１１月２７日に

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。空家法においては、

空き家等の所有者又は管理者が、空き家等の適切な管理について第一義的な責任を

有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空き家等の

状況を把握することが可能な立場にある市町村が、地域の実情に応じた空き家等に

関する対策の実施主体として位置付けられています。 

本市においては、空家法の制定に先立ち、生活環境及び景観の保全、安全で安心

な市民生活の確保並びに地域コミュニティの活性化とまちの活力向上に寄与するた

め、平成２５年１２月２４日に、「篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する

条例」を制定し、空き家等の適正管理及び有効活用に関する基本理念や、市、所有

者等及び市民の責務を明らかにするとともに、空き家等に関する施策を総合的に推

進してきました。 

また、専門的な視点からの意見や地域が直面する問題を聞き、望ましい空き家等

に関する対策のあり方などについて協議するため、平成２８年６月に篠山市空き家

等対策協議会を設置し、様々な問題や課題について意見交換を重ねてきました。 

これらの経緯を踏まえ、本市の空き家等対策に関する基本的な方針を市民の皆様

に周知するとともに、空き家等に関する施策を計画的に推進するため、ここに「篠

山市空き家等対策計画」を策定します。 

 

 

  



 

2 

（２）位置づけ 
 

本計画は、空家法第６条に規定する空家等対策計画として、平成２８年６月に発

足した篠山市空き家等対策協議会での協議を踏まえ策定しました。 

本計画は、行政内部の関係部署だけでなく、地域住民や民間事業者など、住まい・

まちづくりを担う各主体が連携協働して取り組む総合的な空き家等対策の方向性を

提示するものです。 

また、空き家条例及び空家法並びに本市の最上位計画である「第２次篠山市総合

計画（基本構想）」及び部門別計画である「篠山市人口ビジョン」、「篠山市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」、「篠山市創造都市推進計画」や、「篠山市住生活基本計画」、

「篠山市都市計画マスタープラン」と連携を図り施策を推進します。 

 

 

篠山市空き家等対策計画の位置付け 

 

    ≪法令≫              ≪篠山市の計画≫ 
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第１章 空き家等の現状と課題 
（１）統計資料から見た本市の空き家の状況 

空き家率の推移 

・本市においては、近年、人口減少や既存住宅の老朽化、産業構造の変化等に伴い、

空き家等が年々増加しています。 

・平成１５年の空き家率は、１０．３％であったものが、平成２５年には、     

１６．５％と急激に上昇しており、全国・兵庫県全域に比べて、高い伸びを見せ

ています。 

資料：各年住宅・土地統計調査

篠山市

総住宅数  (戸) 16,350 17,240 17,970

H15 H20 H25

空き家総数(戸) 1,680 2,590 2,960

空き家率  (％) 10.3 15.0 16.5

全国

総住宅数  (戸) 53,890,900 57,586,000 60,628,600

空き家総数(戸) 6,593,300 7,567,900 8,195,600

空き家率  (％) 12.2 13.1 13.5

兵庫県

総住宅数  (戸) 2,380,400 2,520,700 2,733,700

空き家総数(戸) 313,600 336,200 356,500

空き家率  (％) 13.2 13.3 13.0

 
 
篠山市の住宅数・空き家数の推移 

 

篠山市、兵庫県及び全国の空き家率の推移 
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用途別にみた空き家  

・「その他の住宅」に分類される空き家は、利用の目的が明確でないことから、放置

され、地域住民の生活環境に深刻な影響をおよぼすおそれがあります。 

・空き家のうち、「二次的、賃貸用及び売却用の住宅」に分類される空き家の大半は、

利用目的を有しており、本協議会での議論の対象外と考えます。  

・阪神地方の都市部では、「賃貸用及び売却用の住宅」の比率が高いが、丹波・但馬

地方においては、「その他の住宅」の比率が高くなっています。 

・本市においては、「その他の住宅」に分類される空き家が、半数を超えており、利

活用や適正管理、除却といった対策に取り組む必要性が高くなっています。 

資料：平成２５年各年住宅・土地統計調査
※　二次的住宅 ： 別荘やふだん住んでいる住宅とは別に、たまに寝泊りする人がいる住宅など。

82.4%

朝来市 14,190 2,510 17.7% 200 8.0% 670

41.4%4.2% 172,700 48.4% 21,400 6.0% 147,700

26.7% 100 4.0% 1,540 61.4%

150 2.6% 3,270

兵庫県全域 2,733,700 356,500 13.0% 14,800

1.8% 1,820

1.7%

90 2.1% 2,810 65.5%

但
馬

豊岡市 34,340 5,690 16.6% 460 57.5%

養父市 11,000 2,210 20.1% 90 4.1% 260 11.8% 40

8.1% 1,810 31.8%

7.3% 8,830 22.9%

丹
波

篠山市 17,970 2,960 16.5%

阪
神

1,630 55.1%

丹波市 26,700 4,290 16.1% 400 9.3% 990 23.1%

580 19.6% 710 24.0% 50

尼崎市 257,660 38,610 15.0% 210 0.5% 26,760 69.3% 2,810

34.4%

西宮市 257,020 24,050 9.4% 790 3.3% 12,760 53.1% 1,630

3.7% 58,710 54.3% 8,260 7.6% 37,160神戸市 828,290 108,100 13.1% 3,970

6.8% 8,880 36.9%

住宅総数
空き家
総数 空き家

率（％）

二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅

（戸） （％） （戸） （％） （戸） （％） （戸） （％）
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4.0% 

1.8% 

2.6% 

2.1% 

1.7% 

7.3% 

6.8% 

7.6% 

41.4% 

61.4% 

82.4% 

57.5% 

65.5% 

55.1% 

22.9% 

36.9% 

34.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

兵庫県 

朝来市 

養父市 

豊岡市 

丹波市 

篠山市 

尼崎市 

西宮市 

神戸市 二次的住宅 

賃貸用の住宅 

売却用の住宅 

その他の住宅 



 

5 

 空き家率の比較（兵庫県全域、阪神、丹波、但馬）     

・地域別の空き家率は、地域間における、顕著な違いはありません。  

・「その他の住宅」に分類される空き家率は、阪神間では５％未満に対して、丹波・

但馬地方では、１０％程度と、都市部と地方部に著しい違いが見られます。 

・「その他の住宅」に分類される空き家率の推移は、都市部では経年の変化が小さい

のに対して、地方部では、増加する傾向が見られます。  
 
空き家率の推移 空き家（その他の住宅）率の推移

資料：各年住宅・土地統計調査 資料：各年住宅・土地統計調査

兵庫県全域 13.2% 13.3% 13.0% 兵庫県全域

朝来市 11.1% 10.9%

7.1% 5.4%7.2%

豊岡市 4.1% 6.8% 9.5%

養父市 18.3% 20.1% 養父市
但
馬

13.4% 16.5%

朝来市 17.7%

但
馬

豊岡市 16.0% 18.0% 16.6%

17.7%

8.6% 9.1%

丹波市 19.2% 16.1% 丹波市 10.4% 10.5%

4.0% 3.4%

丹
波

篠山市 10.3% 15.0% 16.5% 丹
波

篠山市 5.1%

尼崎市 15.1% 15.9% 15.0% 尼崎市 4.3%

4.5% 4.5%

西宮市 11.9% 9.7% 9.4% 西宮市 4.2% 2.2% 3.5%

H20 H25

阪
神

神戸市 12.8% 13.5% 13.1%
阪
神

神戸市 3.4%

H15 H20 H25 H15

 
 

空き家率の推移 

 
 

空き家（その他の住宅）率の推移 

 

10.3% 

15.0% 

16.5% 

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

H15 H20 H25

神戸市 

西宮市 

尼崎市 

篠山市 

丹波市 

豊岡市 

養父市 

朝来市 

兵庫県 

5.1% 

8.6% 9.1% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H15 H20 H25

神戸市 

西宮市 

尼崎市 

篠山市 

丹波市 

豊岡市 

養父市 

朝来市 

兵庫県 



 

6 

（２）地区別の有効活用可能な空き家の状況 

定住促進調査結果から見た有効活用可能な空き家の件数 

地区別の空き家率 

平成２４年度の地区別空き家率

空き家件数
広報配布数
（施設等除く）

推定住宅数
（配布数+空き家数）

篠山 56 1,729 1,785 3.1%
八上 31 821 852 3.6%
畑 10 369 379 2.6%

城北 19 1,161 1,180 1.6%
岡野 15 1,112 1,127 1.3%
日置 42 751 793 5.3%
後川 14 165 179 7.8%
雲部 11 320 331 3.3%
福住 27 574 601 4.5%
村雲 11 383 394 2.8%
大芋 22 377 399 5.5%

西紀南 22 582 604 3.6%
西紀中 30 536 566 5.3%
西紀北 3 327 330 0.9%
大山 36 528 564 6.4%
味間 48 2,928 2,976 1.6%
城南 31 1,001 1,032 3.0%
古市 28 754 782 3.6%

今田 今田 35 974 1,009 3.5% 3.5%
491 15,392 15,883

資料：平成２４年度　定住促進調査、未回答の自治会（552戸）を除く
合計 3.1%

多紀 4.3%

西紀 3.7%

丹南 2.7%

地区 空き家率

篠山 2.5%

城東 5.1%

 

平成２７年度の地区別空き家率

空き家件数
広報配布数
（施設等除く）

推定住宅数
（配布数+空き家件数）

篠山 87 1,716 1,803 4.8%
八上 32 781 813 3.9%
畑 11 325 336 3.3%

城北 17 1,151 1,168 1.5%
岡野 23 1,046 1,069 2.2%
日置 39 609 648 6.0%
後川 12 156 168 7.1%
雲部 14 315 329 4.3%
福住 28 568 596 4.7%
村雲 16 167 183 8.7%
大芋 36 276 312 11.5%

西紀南 19 497 516 3.7%
西紀中 21 366 387 5.4%
西紀北 12 319 331 3.6%
大山 47 509 556 8.5%
味間 66 2,059 2,125 3.1%
城南 37 1,019 1,056 3.5%
古市 55 752 807 6.8%

今田 今田 32 787 819 3.9% 3.9%
604 13,418 14,022

資料：平成２７年度　定住促進調査、未回答の自治会（2,629戸）を除く

地区 空き家率

篠山 3.3%

城東 5.7%

合計 4.3%

多紀 7.3%

西紀 4.2%

丹南 4.5%
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地区別空き家率の推移 

 

 

・平成２４年度調査に比べて、平成２７年度調査は、全ての地区で、空き家率は上昇

しています。   

・地区別では、城東・多紀地区の空き家率が５％を超えており、篠山市東部の空き家

率が高くなっています。その他の地区でも、西紀中・大山・古市地区の空き家率が

５％を超えています。また、人口集中地区（ＤＩＤ）である篠山地区においても、

空き家率が約５％となっており、家屋の密集とあいまって、緊急に対策を要する状

況です。 
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5.0%

6.0%

7.0%

8.0%
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第２章 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の

種類 
 

（１）空き家等に関する対策の対象とする地区 
 

本市では、市内各地において空き家等に関する地域住民からの相談や通報が多数

寄せられており、職員が現地の状況を確認したうえで、所有者等に地域住民などの

苦情を伝えるほか、空き家条例及び空家法に基づき、所有者等へ必要な措置を講じ

るよう指導するなどの対応を進めてきました。 

これらの経緯をふまえて、空き家等に関する対応は市内全域で行うことが必要で

あると考え、篠山市全域を対策の対象地区として位置付けます。 

なお、集中的に空き家等が発生するなど、重点的に対策を講じることが必要な地

区が生じたときは、重点的に対策を進める地区を設けることを検討します。 
 

（２）空き家等に関する対策の対象とする空き家等の種類 
 

適正管理の推進に係る計画の対象とする空き家等は、空き家条例第２条第１号に

規定する「空き家等」及び空家法第２条第１項で規定する「空家等」（以下、「空き

家等」という。）とします。 

また、有効活用の推進に係る計画の対象とする空き家等は、適正管理の推進に関

する空き家等となってしまうことを予防する空き家であることから、最近空き家と

なった住宅や空き家となる見込みのある住宅なども対象に加えることとします。 

なお、空き家等の発生状況や市民からの要望などの状況により、各施策において

対象とする空き家等を絞り込むことについても検討を行います。 

 

【空き家等】（空き家条例第２条第１号） 

市の区域内に所在する建築物その他の工作物（既に倒壊したものを含む。）で現に人が居住

若しくは使用していない状態にあるもの又はそれらと同様の状態にあるもの及びその敷地を

いう。 

【空家等】（空家法第２条第１項） 

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

※ 「空家等」に関する補足説明（基本指針などによる国土交通省及び総務省の見解） 

①「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間に

わたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がな

いことは１つの基準となると考えられる。 

②長屋や共同住宅については、当該住宅内の全ての住戸が空き家となった場合に、当該住宅

は「空家等」に含まれ得ることとなります。 

⇒本市においては、適正管理の推進に係る「空き家等」に該当するか否かについて、国の見

解等を踏まえ判断します。なお、区分所有の長屋の一部が、居住又は使用していない状態

にあるものは、空き家条例第２条第１号に規定する「それらと同様の状態にあるもの」に

該当するものとして、「空き家等」に含むものとします。 
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第３章 空き家等の対策に関する基本的な方針 
 

（１）基本理念 
 

空き家等は、私有財産であることを考慮して、所有者等が自らの責任において適

正管理及び有効活用に関する対策を講じることが基本原則となります。 

このため、所有者等による空き家等を適正に管理する責任と有効に活用する責務

を明確化するとともに、具体的な管理方法や活用方法などについて、広く情報提供

を行うなどの支援を行います 。 

周辺への悪影響が大きい管理不全な状態にある空き家等については、所有者等の

第一義的な責任を前提にしながら、明確な基準を定めて市が所有者等に対して指導

などの必要な措置や必要な支援を行い、所有者等自らによる課題の解消や除却、建

て替えなどの改善を促します。 

空き家等の有効活用の促進については、「空き家等予備軍の発掘」、「空き家バンク

の充実」、「ＤＩＹ住宅の促進」、「寄付受納制度の創設」、「所有者等への有効活用に

関する支援制度」を取組の柱とし、住まいが空き家等になる前から様々な対策を講

じるとともに、空き家等の市場流通やリフォーム、転用などを支援することにより、

空き家等の有効活用対策を促進します。 

なお、空き家等に起因する問題は、空き家等が隣接することから発生する問題で

あり、当事者間の話し合いで解決することを基本とします。 

また、一つ一つの建築物その他工作物は、篠山のまちを構成する主要な要素とし

て、安全で安心な生活環境など公共的価値を実現するための役割を有しています。 

したがって、適正に管理されない空き家等が増えることにより、生活環境上、景

観上、防犯上等の問題が生じないよう対策を講じるとともに、空き家等の増加が、

地域の活力低下の原因となることのないよう、空き家等の所有者並びに市及び地域

団体、市民等は、それぞれの役割を理解しながら連携・協力して空き家等に関する

総合的な対策を推進します。 
 

（２）空き家等対策を進める上での責務 
 

①所有者等の責務 

管理すべき空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正に

管理しなければならない。また、自ら利用する見込みがないときは、市場流通や賃

貸するなど、その空き家等を有効に活用するよう努めるものとする。 
 

②地域や市民団体、市民の責務 

空き家等は、地域のまちづくり資源として捉え、所有者等及び関係機関等と協働

して、空き家等の適正管理及び有効活用に関し、必要な取組の実施に努めるものと

する。 
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③市の責務 

空き家等の適正管理及び有効活用に関し必要な施策を総合的に策定及び実施す

るため、自治会、まちづくり協議会等及びその他関係機関と連携し、所有者等及び

市民に対して意識の啓発を図るとともに必要な支援を行います。 

 

○篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例 抜粋 

第２章 基本理念等 

（基本理念） 

第３条 市、所有者等及び市民は、市内に存在する一つ一つの建築物その他工作物が、篠山の

まちを構成する主要な要素として、安全で安心な生活環境など公共的価値を実現するための

役割を有することを鑑み、市内に適正に管理されない空き家等が増えることにより、生活環

境上、景観上、防犯上等の問題が生じ、地域活性化の妨げとなることのないよう、それぞれ

の役割を理解しながら連携し、かつ、協力して、空き家等の適正管理及び有効活用に努める

ものとする。 

（当事者間による解決） 

第４条 所有者等と当該空き家等により害を被るおそれのある者との間で発生する問題は、当

事者間で解決することを基本とする。 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、空き家等の

適正管理及び有効活用に関し必要な施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、自治会、まちづくり協議会等及びその他関係機関と連携し、空き家等の適正管理及

び有効活用に関し、所有者等及び市民に対して意識の啓発を図るものとする。 

３ 市は、所有者等及び市民が行う空き家等の適正管理及び有効活用に関し、必要な支援を行

うものとする。 

（所有者等の責務） 

第６条 所有者等は、基本理念にのっとり、管理すべき空き家等が危険な状態にならないよう

に自らの責任において当該空き家等を適正に管理しなければならない。 

２ 所有者等は、自ら利用する見込みがない空き家等を有効に活用するよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、基本理念にのっとり、市と協働して空き家等の適正管理及び有効活用に関し、

必要な取組の実施に努めるものとする。 

２ 市民は、人の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある空き家

等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。 

３ 自治会及びまちづくり協議会は、空き家等をそれぞれの地域におけるまちづくり資源とし

て捉え、情報の把握、空き家等の所有者への働きかけその他空き家等に関する取組に積極的

に寄与するものとする。 
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第４章 計画期間 
 

計画期間は、本市の基本計画である「第２次篠山市総合計画 後期基本計画   

（平成２８年度～平成３２年度）」と連動させ、平成２９年度（２０１７年度）から

平成３３年度（２０２１年度）までの５年間とします。 

なお、国の空き家等政策の動向や社会・経済情勢の変化等に応じ、必要な見直し

を行います。 
 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 
 
第２次総合計画 

後期基本計画 

      

 

空き家等対策計画 
      

 

第５章 空き家等の調査に関する事項 
 

空き家等に該当するかどうかを判断するには外観目視だけでは難しく、その状況

は常に変化するとともに、賃貸用又は売却用の住宅などの目的を持って所有されて

いるものを含むことから、空き家等の総数や分布状況などについては住宅・土地統

計調査の結果や不動産情報、行政情報などにより把握します。 

また、平成２４年度及び平成２７年度に定住促進のための調査として、自治会等

にアンケート調査を行い、有効活用可能な空き家等の分布や所有者等と自治会等と

の繋がりの有無などについて一定の状況把握を行ったところです。今後は、地域等

の協力などを得て市内全域又は一部の地域を対象に、地域における建物の連続性や

地域の景観の特徴などを考慮しながら、空き家等の分布や所有者等の状況などにつ

いて、実態調査を実施します。 

一方、周辺の生活環境等を保全するために必要があるときは、周辺住民への聞き

取りや課税情報、登記情報、住民基本台帳等を調査し、その所有者等に関する情報

を把握するとともに、収集した情報について、個票（カルテ）及び台帳（リスト）

を作成し適正に管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画期間：Ｈ28～Ｈ32 

計画期間：Ｈ29～Ｈ33 
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第６章 所有者等による空き家等の適正な管理の促進に関する事項 
 

（１）所有者等の管理意識の醸成 
 

空き家等は個人の財産であり、所有者等が適正に維持管理すべきものです。しか

し、放置された空き家等の危険性や周囲へ及ぼす悪影響などを認識していない所有

者等もおり、適切な維持管理が行われていない場合があります。 

このため、所有者等がこうした空き家等の問題を認識し、適正な維持管理の重要

性を十分理解してもらうことが重要となります。 

そこで、固定資産税の納税通知書やさまざまな機会をとらえ、空き家等の適正な

維持管理の重要性や所有者等の管理責任、空き家等の活用制度などを市民に周知し

たり、空き家等に居住された方の声などをホームページや広報誌などに掲載して、

管理意識の醸成を図ります。 
 

（２）既存住宅の良質化 
 

住まいとしての機能や性能が不十分な場合、住み続けることや引き継いで住むこ

とが困難となり、空き家等となる要因のひとつとなります。既存住宅の良質化は、

将来的に発生する空き家等の抑制につながります。 

このため、住宅を良好な状態に保ち、長く使い続けていくことに関する各種制度

の周知や啓発を図るとともに、耐震性や居住性、長寿命化に向けたリフォームに関

する支援や情報提供、相談体制の整備に取り組みます。 
 

（３）所有者等による適正な管理の支援 
 

空き家等の管理サービスを提供する事業者等や地域の実情を把握している地域団

体などと連携及び育成し、空き家等の管理サービスや地域支援などに関する情報を

提供するなど、所有する空き家等を自ら維持管理することが難しい所有者等の支援

体制の整備に取り組みます。 
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第７章 空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 
 

（１）空き家等予備軍の発掘 
 

本市においても、高齢化や人口減少、持ち家で暮らす単身高齢者世帯が増加する傾

向にあるので、今後、さらに空き家等が増加することが予想されます。空き家等の増

加を抑制するためには、新たな空き家等を未然に防ぐことが必要になります。そのた

めに、以下の取組を実施します。 
 

①地域と連携した実態調査 

現在、定住アドバイザー、自治会長とともに空き家等の実態調査を地域に入り

実施しています。その調査時に地域等の協力を得て、高齢者世帯や単身高齢者等

の住まいを事前に把握します。 
 

②高齢者ひとり一人への支援 

高齢者世帯や単身高齢者等に対して、法務や不動産の専門家等と連携し、早い

段階での相続対策等の推進、成年後見人制度の活用等に関する相談体制を充実さ

せることを検討します。 
 

（２）空き家バンクの充実 
 

本市では、平成２１年度から「篠山暮らし案内所」を篠山市民センター内に開設し、

平成２２年度から「空き家バンク」制度を実施しています。 

また、平成２８年度からは、「若者移住・定住相談窓口」をＪＲ篠山口駅構内に新

設して、移住者の相談業務を行っていますが、さらに市の登録物件を増やし、空き家

等の流動化や有効活用を促進するために、平成２９年度からは、空き家相談と移住相

談窓口を一本化し、迅速な相談業務を行います。 

それらに加え、不動産・法務・建築の専門家やまちづくりＮＰＯ等と連携・協力を

継続し、空き家等の所有者等や空き家等の取得希望者及び賃貸希望者の相談に対応し

ます。 
 
【「空き家バンク」の成約・登録状況】 

 

年度 
成約件数 年度末登録件数 

市の物件 業者物件 合計 市の物件 業者物件 合計 

Ｈ２２ １ － １ ３ － ３ 

Ｈ２３ ５ － ５ １ － １ 

Ｈ２４ ３ － ３ ３ － ３ 

Ｈ２５ １ ２６ ２７ ３ ６３ ６６ 

Ｈ２６ ２ ６３ ６５ ６ ６７ ７３ 

Ｈ２７ ４ ７５ ７９ ９ ８０ ８９ 
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（３）ＤＩＹ住宅 の促進 
 

空き家等の所有者からＤＩＹ住宅として活用の申し出があった空き家等を「空き家

バンク」に登録し、市外からの移住・定住希望者に対して、賃貸します。但し、借主

が改修工事を行うことにより、構造上問題が生じる場合があるので、専門家の指導に

より改修を行います。 

ＤＩＹ(Do it yourself)とは、一般的に「自分の手で作ったり修理したりすること」

と言われています。従来型の賃貸借契約は、貸主が必要となる修繕等を行うが、ＤＩ

Ｙ型賃貸借契約では、建物を現状にて引き渡し、借主が住宅の修繕や改修等を行う特

約を締結することで、多様な賃貸流通を促進するものです。  
 

 

（４）寄付受納制度の創設 
 

①地域団体等による維持管理又は公益的な活用 

空き家等の所有者から寄付の申し出があった空き家等を、地域団体等が維持管

理するときや、公益的な目的に活用することが見込めるとき、あるいは販売や賃

貸が見込めるときには、市が土地・建物の寄付を受入れ、直接除却したり、有効

活用する寄付受納制度を創設します。 
 

②基金活用による改修・除却 

空き家等の所有者から寄付の申し出があった空き家等を、専門家のアドバイス

により活用方法を検討し、改修あるいは建物の除却については、基金を活用しま

す。その空き家等を再販した場合の販売代金又は賃貸による家賃を基金に繰り入

れることにより、基金活用による空き家等の再生・活用を実施していきます。 

基金については、篠山市が基金を創設して運用をおこなっていきます。 

また、寄付の申し出があった土地については、空き家等と同様に専門家のアド

バイスにより活用方法を検討します。活用可能な土地については、除却した跡地

を空き家バンクに登録して活用していきます。 
 

③空き家バンクに登録 

空き家等の所有者等から空き家等と敷地の寄付の申し入れがあった場合、販売 

や賃貸が見込める場合、空き家バンクに登録して活用していきます。 
 

④お試し住宅と篠山魅力体験ツアーの開催 

空き家等の所有者から寄付の申し出があった空き家等を、専門家のアドバイス

によりお試し住宅として活用方法を検討します。活用可能な空き家については、

市が改修を行います。 

具体的には、お試し住宅として生活するのに必要最小限（キッチン、浴室、ト

イレ、寝室等）の改修を行い、無料で最長２週間滞在していただきます。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　【寄付受納制度（案）の概要】

空き家等の所有者等から空き家等と敷地の寄付申し入れ

販売や賃貸が見

込める場合
有効活用が見込める場合

基金を活用
して改修

基金を活用し
て改修・除却

お試し住宅と

して活用
売却・賃貸な

ど

空き家バンク

に登録

地域団体等が

維持管理しよう

とする場合

公益的な目的に

活用しようとする

場合

地域団体等が

維持管理

公園や防災空

地等に整備

基金を活用して
改修・除却

基金を活用して
改修・除却

その滞在期間中、篠山魅力体験ツアー等に参加してもらい、「日本遺産のまち」

丹波篠山の良さを満喫してもらうことにより移住・定住につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）所有者等への有効活用に関する支援制度 
 

①空き家等活用支援事業への補助 

兵庫県が空き家等の有効活用や地域の活性化を図るため、一戸建ての空き家等

を住居や事業所、地域交流拠点として活用する方に対し、改修工事費などを補助

する制度です。より利用しやすくするために、新たに随伴補助します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②空き家等の改修等費用の融資 

空き家等を改修する際に、費用が捻出できないため居住が進まない場合があり

ます。この問題を解決するために、本市に所在する民間金融機関にこれらの金融

商品の創設や拡充を働きかけ、資金面からサポートできる環境を整えます。 
 

③農のあるくらし支援 

本市の農地を取得するには、農地法により３０ａ以上面積が必要ですが、「空き

家バンク」に登録されている家屋とセットで売買・賃貸される農地の面積に関し

ては、３０ａ未満でも購入することができる制度を検討します。 

 

対象物件 
一戸建ての空き家等 

（空き家の期間が概ね 6箇月以上） 

 

 

 

補助額 

 
 

住宅、事業所 

 

 

県 
1/3（上限 100万円） 

移転費（上限 10万円） 

市 随伴期待 

所有者 2/3 

 

地域交流拠点 

県 1/2（上限 500万円） 

市 随伴期待 

所有者 1/2 

1/3（上限 100万円） 

移転費（上限 10万円） 

工事費 1/3 

1/3 

1/2（上限 500万円） 

1/4（県の補助金 1/2） 

1/4 

【寄付受納制度（案）の概要】 
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第８章 管理不全空き家等に対する措置その他の管理不全空き家等への対処

に関する事項 
 

（１）空家法と空き家条例に規定する管理不全空き家等の適用範囲 
 

空家法上の「特定空家等」及び空き家条例上の「管理不全な状態にある空き家等」

は、空き家等の物的状態が（イ）～（ホ）のいずれかの状態にあるものをいいます。 

なお、本計画においては、「特定空家等」と「管理不全な状態にある空き家等」を

総称して『管理不全空き家等』といいます。 
 

(ｲ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

(ﾛ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

(ﾊ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

(ﾆ) 火災、犯罪及び非行行為を防止するため好ましくない状態 

(ﾎ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
 

保安上 衛生上 景観 防犯 放置

危険(ｲ) 有害(ﾛ) 阻害(ﾊ) 防火(ﾆ) 不適切(ﾎ)

空き家条例 ○ ○ ○ ○ ○

空家法 ○ ○ ○ ○

　

空き家等の物的状態又は予見可能な状態

 

※（イ）又は（ロ）の「おそれのある状態」については、そのまま放置した場合の悪

影響が社会通念上予見可能な状態を指すものです。 
 

（２）管理不全空き家等に対する措置を講ずるに際して必要な調査 
 

①管理不全空き家等のおそれのある空き家等の実態調査 

地域住民などから相談や通報が寄せられた空き家等について、必要に応じて以下

の調査を行います。 

外観調査：居住その他使用がなされていないこと並びに周辺におよぼす悪影響

の程度及びもたらされる危険等の切迫性など確認します。 

聞き取り調査：所有者や地域住民などに、建築物等の使用実績がない状態であ

ることを確認するとともに屋根、外壁等の飛散の有無等を確認します。 

行政資料等調査：水道・電気等の使用状況、住民票などにより確認します。 

これらの調査を基にして、空き家等に該当するか否か及び管理不全空き家等にあ

たるか否かを判断します。 
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②管理不全空き家等の所有者等を特定するための調査 

管理不全空き家等に該当すると判断したときは、その所有者等を特定するため、

以下の調査を行います。 

行政情報調査：登記簿、住民票、戸籍謄本、固定資産税情報などにより、所有

者等を確認します。 

聞き取り調査：行政情報調査による確認が得られない場合、地域住民などに聞

き取り調査を行い、所有者等を確認します。  
 

③管理不全空き家等への立入調査 

措置を講じようとする場合に、まず敷地外からの外観目視による調査を行います。 

この調査だけでは管理不全空き家等かどうかを判断することができず、敷地内や

建築物の内部に入って状況を確認する必要がある場合には、立入調査を必要な限度

において行います。 

調査を行うときは、その５日前までに、所有者等に対してその旨を通知しますが、

所有者等が判明しない場合はこの限りではありません。 

また、立入調査時には、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

には提示します。 
  

（３）管理不全空き家等に対する措置を講ずる判断基準 
 

管理不全空き家等に対する措置を講ずるに際して、管理不全空き家等がもたらす

周辺への影響の程度についても考慮する必要があります。 

下記の判断基準のように、管理不全空き家等が現にもたらしている又はそのまま

放置した場合に予見される悪影響の範囲内に、通行人や建築物などが存在し、生命、

身体又は財産に被害を受けるなどの状況にあるか否か、その悪影響の程度が社会通

念上許容される範囲を超えるか否か、また、もたらされる危険などについて切迫性

があるか否かなどを考慮して、実施する措置の範囲を判断します。 

また一方で、空き家等を含む建築物は、町並みや田園集落などを構成する主要な

要素として、自然・歴史が調和した篠山の景観と伝統風土を形成しています。 

管理不全空き家等を再生することによって、町並みの保全等に資する可能性があ

るときには、措置を講ずるに先立って専門家のアドバイスを求め、積極的に有効活

用につなげるための対策を講じることにより、良好な景観の創造と歴史文化の継承

を図ります。 
 

管理不全空き家等がもたらす周辺への影響による判断基準 

＜地域住民や通行人等に対する悪影響の有無＞ 

地域住民等の生命、身体又は財産に危険を及ぼすおそれがあるか否か 

地域住民等の健康に悪影響を及ぼすおそれがあるか否か 

地域住民等の生活環境に悪影響を及ぼしているか否か 

火災、犯罪又は非行行為を誘発するおそれがあるか否か 
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＜悪影響の程度と危険等の切迫性＞ 

悪影響の程度が社会通念上許容範囲を超えるか否か 

危険等について切迫性があるか否か 
 

（４）管理不全空き家等に対する措置の基本原則 
 

管理不全空き家等に対する措置は、行政指導である「助言又は指導」及び「勧告」、

不利益処分である「命令」、事実行為である「公表」、強制執行である「代執行」及

び「略式代執行」、即時強制である「緊急安全措置」に区別されます。 

行政指導にあっては、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ必要な措置が

実現されるものであることに留意し措置を講じます。 

不利益処分にあっては、周辺への影響の程度や行政指導で指示する措置をとらな

かった理由等を考慮して、義務を課すに相当するか否かを判断します。 

事実行為、強制執行及び即時強制においては、その措置の内容と管理不全空き家

等がもたらす悪影響の程度及びもたらされる危険などの切迫性などを比較衡量して

慎重に判断します。 
 

（５）管理不全空き家等に対する措置の内容 
 

①管理不全空き家等の所有者等への助言又は指導 

管理不全空き家等の所有者等に対する措置が必要なときは、助言又は指導といっ

た行政指導により、所有者等自らの意思による改善を促すことから始めます。 

指示する措置の内容は、個人の私有財産である空き家等の改修や除却等、改善や

危険の除去などにより、地域住民等の生命、身体又は財産を保護するとともに、そ

の生活環境の保全を図るという目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内のも

のとします。 
 

②管理不全空き家等の所有者等への勧告 

助言又は指導をした場合において、なお当該管理不全空き家等の状態が改善され

ないと認めるときは、当該管理不全空き家等の所有者等に対し、相当の猶予期限を

付けて、必要な措置をとることを勧告します。 

また、勧告を行った場合は、税務部署にその情報を提供し、管理不全空き家等の

敷地にかかる固定資産税の課税標準の特例の対象から除外します。 
 

③管理不全空き家等の所有者等への命令及び氏名等の公表 

勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、

その勧告に係る措置をとることを命じます。 

命令を行う対象は、原則として、近隣住民や通行者の生命、身体又は財産に危険

を及ぼす可能性があるもので、その悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超

える場合とし、これ以外は市長が必要と認める場合とします。 
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命令を行った場合は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点か

ら、現地に標識の設置及びホームページなどに命令内容を公示します。 

また、正当な理由がなく、命令に係る措置を履行しないときは、命令を受けた者

の氏名・住所等を公表し、自ら必要な措置を履行するよう促します。 

なお、命令及び氏名等の公表を行おうとするときは、意見書の提出機会を付与す

るなど、必要な手続きを行います。 
  

④管理不全空き家等に係る代執行及び略式代執行 

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又

は履行しても期限までに完了する見込みがないとき、かつ特に必要があると認める

ときは、履行すべき措置について「代執行」を行います。 

また、※過失なくその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき、

かつ特に必要があると認めるときは、必要な措置を市が行い（いわゆる略式代執行）

ます。 

なお、代執行又は略式代執行については、管理不全空き家等によってもたらされ

る悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を著しく超えている場合に限りその措

置を講じるとともに、代執行に要した一切の費用は、所有者等に納付を命じます。 
 

※ 「過失なくその措置を命ぜられるべき者を確知することができない（空家法第

１４条第１０項）」の例 

・未登記建物など、所有者を特定できない場合 

・死亡した所有者に相続人がいない場合 

・法定相続人全員が相続放棄した場合 

・所有者等が行方不明又は生死が明らかでない場合 

・所有していた法人が解散・結了している場合 
 

⑤管理不全空き家等に係る緊急安全措置 

周辺に対する危険等が著しく切迫しているにもかかわらず、代執行等の措置を講

じる時間的な余裕がない場合には、必要に応じて市が応急的に必要かつ最小限度の

危険回避措置や、解体などの緊急安全措置を行います。 
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措置に関する基本的なフロー 

 

 
 

（６）その他の対応策等 
 

①所有者等の事情の把握 

空き家等の所有者等は、当該空き家等の所在地と異なる場所に居住していること

が多く、自らが所有する空き家等の状況を把握していない可能性や、自らが所有者

であることを認識していない可能性も考えられます。 

このため、適切な管理が行われていない空き家等については、まず所有者等に連

絡を取り空き家等の現状を伝えるとともに、空き家等に関する今後の改善方法に対

する考えや、処分や活用についての意向など、所有者等の主張を含めた事情の把握

に努めます。 

 

 

 
 

管理不全空き家等に非該当

管理不全空き家等に該当

所有者等が判明

改善しないとき

措置をとらないとき

義務を履行しないとき

義務を履行しないとき

助言・指導

所有者等の調査

実態調査

空き家等の情報提供

氏名等の公表

所有者等が不明かつ
著しく公益を害しているとき

略式代執行

経過観察

空き家等に係る敷地について固定資
産税の住宅用地特例の対象から除外
される。

代執行

命令

勧告
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②福祉的支援が必要な所有者等への対応 

空き家等の所有者等の中には、知的障害や精神障害、認知機能の低下などにより

福祉的支援が必要な場合が考えられます。このため、所有者等の個別の状況や事情

に応じたきめ細やかなサポートを行えるように、福祉関連部署と連携を強化して対

応を進めます。 
 

③固定資産税の課税の適正化 

空き家等が危険な状態となったとしても除却しない理由の一つが、固定資産税の

仕組みにあります。どんなに古い家屋でも、たとえそれが空き家であっても、「住宅」

と認められれば、その敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が適用されることから、

空き家等の除却を躊躇するケースがあると言われています。 

そこで、住宅とは認めることができない家屋の基準を定め、管理不全空き家等で

基準に該当する場合、その敷地にかかる固定資産税の住宅用地特例の適用を除外す

るとともに、その家屋を除却したときは、適用除外によって固定資産税が増額する

金額に相当する金額を一定期間減免する制度を創設することにより、管理不全空き

家等の適正管理と除却を促進します。 
 

【住宅用地特例適用除外基準・固定資産税の減免制度（案）の概要】 

 

「住宅」とは認められない家屋の
基準を定め、該当する管理不全空
き家等の敷地には住宅用地の特例
を適用しない。
＜住宅用地特例適用除外基準＞

その家屋を除却したときは、住
宅用地特例が適用されていた敷
地に係る固定資産税について、
一定期間減免措置を講じる。
＜固定資産税の減免制度＞

　　　　　＜　内　容　＞
次のいずれかに該当する家屋には固定資
産税を課税しない。あわせて、その土地
には住宅用地の特例を適用しない。
ア．現に居住している者が存在せ
    ず、屋根や壁の老朽化が進み
　　その状態では直ちに住宅とし
　　て使用できないと認められる
　　もの
イ．放置すれば、外壁・屋根材等
　　の落下により、近隣住民など
　　に危害をおよぼすおそれのあ
　　るもの
ウ．放置すれば、周辺の生活環境
　　に悪影響をおよぼし、火災や
　　犯罪の原因となるおそれがあ
　　るもの

　　　　＜　内　容　＞
次の要件すべてに該当する家屋の敷
地の固定資産税を一定期間減免す
る。
ア．その住宅の認定日から固定
　　資産税の賦課期日までに除
　　却したこと。
イ．その家屋の敷地に住宅用地
　　の特例が適用されていたこ
　　と。

管
理
不
全
空
き
家
等
の
除
却
の
推
進

※　適用除外基準に該当する可能性があるときには、所有者等に適用除外基準に関する情報を提供し、
　所有者等による空き家等の適正な管理を促進する。
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④所有者等が不明などの場合の対応 

空き家等の所有者等が、行方不明になった場合や相続人の存在が不明である場合

には、不在者財産管理人や相続財産管理人などが財産管理を行う財産管理人制度の

活用を検討します。 
 

⑤他の法令などに基づく措置 

空き家等の状況に応じて、空き家条例及び空き家法だけでなく他の法令などを組

み合わせて適用することにより、効果的な対策の促進を図ります。 

各法令により、目的、講じることができる措置の対象及び内容、実施主体などが

異なることから、措置の対象である空き家等について、その物的状態や悪影響程度、

危険等の切迫性などを総合的に判断して手段を選択します。 
 

◆空き家等対策に関連する他の現行法令  

・著しく保安上危険な建築物に対しては「建築基準法」  

・危険な擁壁に対しては「宅地造成等規制法」  

・道路交通の支障を排除する観点からは「道路法」  

・火災予防の観点からは「消防法」  

・空き地の所有者等の管理責任については「篠山市環境保全条例」  

・有害鳥獣に関しては「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」  
 

なお、建築基準法、宅地造成等規制法、道路法、消防法については、命令及び行

政代執行の規定があります。  
 

（７）所有者等への適正管理に関する支援制度 
 

①管理不全空き家等の除却費用の補助 

必要な措置を講じるよう助言又は指導を行っている管理不全空き家等の除却にか

かる工事費の一部を、市が所有者等に補助するなど、新たな支援制度を創設します。 
 

◆除却支援補助事業（案）の概要 

 

老朽化により周囲に危害をおよぼすおそれのある老朽危険空き家の除却に

かかる経費の一部を、市が所有者等に対して補助することにより、老朽危険

空き家の除却を推進し、生活環境及び景観の保全並びに安全で安心な市民生

活の確保を図る。 

（
市

）

助
言
又
は
指
導

⇒
（
市

）
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⇒
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②空き家等の除却等費用の融資 

所有者等が除却等を判断する際に、費用が捻出できないため対策が進まない場合

があります。空家法の制定により、空き家等の除却等の需要が高まり、地方銀行を

はじめとする民間金融機関では自治体からの要請を受けて、除却等のためのローン

が商品化されつつあります。 

今後、本市に所在する民間金融機関にこれらの金融商品の創設や拡充を働きかけ、

自主的に取り組む所有者等を資金面からサポートすることができる環境を整えると

ともに、民間金融機関と連携して、これらの金融商品の利用をＰＲしていきます。 

また、これらの金融商品を利用した自主的な取り組みを支援するため、民間金融

機関から要望のある利子補給制度の創設を検討します。 
 

第９章 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項 
 

地域住民からの管理不全空き家等に関する相談や通報に対しては、まちづくり部

地域整備課を窓口とします。 

一方、空き家等の所有者等からの有効活用などに向けた相談に対しては、政策部

創造都市課及び篠山暮らし案内所を窓口とするほか、専門家団体などとの連携や空

き家等の対策に関する相談の総合窓口を創設することを検討します。 

また、各主体がそれぞれの情報や意見の交換等を行い、これからの取組を検討で

きるよう、協議会の運営を通じて包括的な推進体制の構築とその実現に努めるもの

とします。 
 

第１０章 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項 
 

（１）空き家等対策に関する関連部署の役割と連携体制 
 

空き家等がもたらす問題は多岐にわたり、庁内関係部署や関連機関が密接に連携

して対処する必要があることから、空き家等対策を総合的に推進していくための統

括的・体系的な体制を整備するとともに、地域や専門家、事業者団体等との連携体

制の強化を図ります。 
 

（２）空き家等対策協議会の組織 
 

本計画を策定するにあたり、空き家条例第１７条及び空家法第７条の規定に基づ

き、平成２８年６月に篠山市空き家等対策協議会を組織しました。協議会において

は、空き家等の対策を総合的に実施するための計画とするため、各々の専門的な視

点から多角的に協議しこの計画を策定しました。 

今後も、協議会の運営を通じて、包括的な空き家等対策の推進体制を図ります。 
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第１１章 その他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項 
 

（１）実効性のある対策に向けた計画等の見直し 
 

計画期間の中間時と終了時に、以下の項目について検証を行い、その結果をふま

えて本計画の必要な見直しを図ります。 
 

 管理不全空き家等に対する措置の取組状況と成果、及び課題 

 空き家等の活用の取組状況と成果、及び課題 

 所有者等への支援措置の取組状況と成果、及び課題 

 その他、対策の実施に関する課題等 
 

計画期間中に実務上の課題などが生じた場合は、関連部署において協議を行い、

当計画の方針に沿って迅速で弾力的な対応を図ります。 
 

（２）空き家等対策に関する情報 
 

管理不全空き家等の措置及び履歴並びに空き家等の有効活用に関する実績などの

情報を継続的に把握するために、データベースを作成するとともに、実態調査によ

って収集した情報との連携を図ることにより、迅速で統一的な対応を行います。 

また、空き家等の所有者等の参考となるよう、空き家等の対策に関する支援策や、

有効活用の事例などについて、積極的に情報発信します。 
 

（３）今後の取り組み等に関して必要な事項 
 

当計画に基づく施策を実施しながら空き家等に関する現状を把握したうえで、数

値目標を用いた進行管理など、計画的な取り組みを検討します。 
 

（４）協働による総合的・効果的な対策の推進 
 

空き家等の問題の要因は多岐に渡ることから、建築、不動産、法務、防犯などの

専門家や市民、地域団体、市、県、警察その他の関係機関などが連携・協働し、そ

れぞれの役割と責任を自覚しながらその特性や資源を活かすことにより、総合的・

効果的な対策を推進します。 
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資 料 編 

篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例（平成２５年条例第３５号） 
 

目次 
第１章 総則（第１条・第２条） 
第２章 基本理念等（第３条―第７条） 
第３章 適正管理（第８条―第１５条） 
第４章 有効活用（第１６条） 
第５章 空き家等対策協議会（第１７条） 
第６章 補則（第１８条・第１９条） 
 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、空き家等の適正管理及び有効活用に関し、基本理念を定め、市、所有者等及び市
民の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、空き家等に関する施策を総合的
に推進し、もって生活環境及び景観の保全、安全で安心な市民生活の確保並びに地域コミュニティの
活性化とまちの活力向上に寄与することを目的とする。 
（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 空き家等 市の区域内に所在する建築物その他の工作物（既に倒壊したものを含む。）で現に人

が居住若しくは使用していない状態にあるもの又はそれらと同様の状態にあるもの及びその敷地を
いう。 

(2) 所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者
をいう。 

(3) 市民 篠山市自治基本条例（平成１８年篠山市条例第３２号）第２条第１号に規定する市民をい
う。 

(4) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。 
ア 建築物その他の工作物の老朽化が著しく、倒壊のおそれがあること。 
イ 自然現象により建築物その他の工作物の一部が飛散すること。 
ウ 廃棄物の不法投棄場所になること。 
エ 害虫又は悪臭の発生場所になること。 
オ 動物等のすみかになること。 
カ 火災の予防上危険な場所になること。 
キ 犯罪及び青少年の非行行為の防止上好ましくない場所になること。 
ク 交通の障害になること。 
ケ 草木が著しく繁茂すること。 
コ アからケまでに掲げるもののほか、生活環境及び景観の保全並びに安全で安心な市民生活の確

保を著しく妨げること。 
第２章 基本理念等 

（基本理念） 
第３条 市、所有者等及び市民は、市内に存在する一つ一つの建築物その他工作物が、篠山のまちを構

成する主要な要素として、安全で安心な生活環境など公共的価値を実現するための役割を有すること
を鑑み、市内に適正に管理されない空き家等が増えることにより、生活環境上、景観上、防犯上等の
問題が生じ、地域活性化の妨げとなることのないよう、それぞれの役割を理解しながら連携し、かつ、
協力して、空き家等の適正管理及び有効活用に努めるものとする。 
（当事者間による解決） 

第４条 所有者等と当該空き家等により害を被るおそれのある者との間で発生する問題は、当事者間で
解決することを基本とする。 
（市の責務） 

第５条 市は、第３条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、空き家等の適正管理
及び有効活用に関し必要な施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 
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２ 市は、自治会、まちづくり協議会等及びその他関係機関と連携し、空き家等の適正管理及び有効活
用に関し、所有者等及び市民に対して意識の啓発を図るものとする。 

３ 市は、所有者等及び市民が行う空き家等の適正管理及び有効活用に関し、必要な支援を行うものと
する。 
（所有者等の責務） 

第６条 所有者等は、基本理念にのっとり、管理すべき空き家等が危険な状態にならないように自らの
責任において当該空き家等を適正に管理しなければならない。 

２ 所有者等は、自ら利用する見込みがない空き家等を有効に活用するよう努めるものとする。 
（市民の責務） 

第７条 市民は、基本理念にのっとり、市と協働して空き家等の適正管理及び有効活用に関し、必要な
取組の実施に努めるものとする。 

２ 市民は、人の生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある空き家等を発見
したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。 

３ 自治会及びまちづくり協議会は、空き家等をそれぞれの地域におけるまちづくり資源として捉え、
情報の把握、空き家等の所有者への働きかけその他空き家等に関する取組に積極的に寄与するものと
する。 

第３章 適正管理 
（実態調査） 

第８条 市長は、前条第２項の規定による情報の提供があったとき、又は管理不全な状態であると認め
る空き家等を発見したときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。 
（立入調査等） 

第９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、次に掲げる行為をさせることができ
る。 
(1) 管理不全な状態であると認める空き家等の敷地に立ち入り、必要な調査を行うこと。 
(2) 当該空き家等の所有者等若しくはその関係者に質問し、又は必要な報告を求めること。 

２ 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があるときは、
これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（助言又は指導） 

第１０条 市長は、前２条の規定による調査等により、空き家等が管理不全な状態であると認めるとき
は、所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。 
（勧告） 

第１１条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理
不全な状態であると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告する
ことができる。 
（命令） 

第１２条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、その勧告に従わないときは、期限を定
めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 
（公表） 

第１３条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、
次に掲げる事項を公表することができる。 
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表

者の氏名） 
(2) 命令の対象である空き家等の所在地 
(3) 命令の内容 

２ 市長は、前項の規定による公表を行うときは、当該命令を受けた所有者等に意見を述べる機会を与
えなければならない。 
（代執行） 

第１４条 市長は、第１２条の規定による命令を受けた所有者等が、その命令を履行しない場合におい
て、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著
しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに
より代執行を行うことができる。 
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（緊急安全措置） 
第１５条 市長は、空き家等が著しく管理不全な状態であって、これを放置することが著しく公益に反

すると認められる場合において、危険を緊急に回避するため、指導、勧告、命令又は前条の規定によ
る代執行を行う時間的余裕がないと認められるときは、必要な措置を講ずることができる。 

第４章 有効活用 
第１６条 所有者等は、空き家等を適正に管理するとともに、移住、定住等による地域の活性化を推進

するため、自ら利用する見込みがない空き家等を、第三者への賃貸、譲渡等により有効に活用するよ
う努めるものとする。 

２ 市及び市民は、所有者等と連携し、かつ、協力して空き家等の有効活用に取り組むものとする。 
第５章 空き家等対策協議会 

第１７条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第
７条第１項の規定に基づき、市長の附属機関として篠山市空き家等対策協議会（以下「協議会」とい
う。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 
(1) 空き家等対策計画（法第６条第１項に規定する空家等対策計画をいう。次号において同じ。）の

作成及び変更に関すること。 
(2) 空き家等対策計画の実施に関すること。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

３ 協議会は、委員１５人以内で組織する。 
４ 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 
(2) 自治会長会から推薦を受けた者 
(3) 公募市民 
(4) その他市長が必要と認める者 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
第６章 補則 

（警察署その他の関係機関との連携） 
第１８条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する

警察署その他の関係機関に必要な措置を要請するものとする。 
（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
附 則（平成２８年３月２３日条例第１２号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 
 

（目的） 
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その
生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国によ
る基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画
の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的と
する。 
（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使
用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）を
いう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ
のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であ
る状態にあると認められる空家等をいう。 
（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ
ないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 
（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対
策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 
（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本
的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、
関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。 
（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に
即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができ
る。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策

に関する基本的な方針 
二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事

項 
六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定に

よる勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。
以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、
技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 
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（協議会） 
第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下

この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、

法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって
構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基
づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間
の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 
（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するた
めの調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はそ
の委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入ら
せようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。
ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携
帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏
名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、
その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区
の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情
報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から
提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を
行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方
公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることが
できる。 
（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するた
めに所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているも
のに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に
関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の
提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 
（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、
又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のた
めに必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の
伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上
危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等につい
ては、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改
善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、
修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告すること
ができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな
かった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、そ
の勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 
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４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとす
る者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通
知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出
する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書
の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じよ
うとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じよう
とする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知する
とともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出す
ることができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がそ
の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込
みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者
のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜら
れるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧
告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができ
ないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者
若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置
を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委
任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・
総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合に
おいては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条
及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必
要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務
省令で定める。 
（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円
滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡
充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に
関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとす
る。 
（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 
２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処す

る。 
附 則 

（施行期日） 
１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月
を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、ただし書に係
る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 
２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる
ものとする。 
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篠山市空き家等対策協議会の開催経過 
 

平成２８年度 第１回 篠山市空き家等対策協議会 

日  時：平成２８年６月９日（木）１４時００分 

議  事：（１）篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例及び空家等対

策の推進に関する特別措置法の概要について  

（２）篠山市の空き家等の現状と施策について 

（３）篠山市空き家等対策協議会及び空き家等対策計画について 

（４）平成２８年度 空き家等対策協議会のスケジュールついて 
 

平成２８年度 篠山市空き家等対策協議会 現地視察 

日  時：平成２８年７月２５日（月）９時３０分 

現地視察：（１）空き家等の有効活用事例・・・３箇所 

（２）適正管理の指導対象空き家等・・・３箇所 
 

平成２８年度 第２回 篠山市空き家等対策協議会 

日  時：平成２８年８月３０日（火）１４時００分 

議  事：（１）空き家等対策に関する協議会委員からのご意見・意見交換 

（２）適正管理に関する他市町の事例 

（３）空き家の有効活用方針（案） 
 

平成２８年度 第３回 篠山市空き家等対策協議会 

日  時：平成２８年１０月１８日（火）１０時００分 

議  事：（１）空き家等対策計画に関する意見交換 

・管理不全空き家等に対する措置その他の管理不全空き家等への対処

に関する事項 

・空き家等及び除却した空き家等に係る跡地活用の推進に関する事項 

（２）老朽危険空き家除却支援事業について 
 

平成２８年度 第４回 篠山市空き家等対策協議会 

日  時：平成２８年１１月２１日（月）１０時００分 

議  事：（１）篠山市空き家等対策計画（素案）について  

（２）篠山市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱（案）について 
 

平成２８年度 第５回 篠山市空き家等対策協議会 

日  時：平成２９年１月３０日（月）１０時００分 

議  事：（１）篠山市空き家等対策計画（案）について  

（２）パブリックコメント手続きの実施について 
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篠山市空き家等対策協議会委員名簿（平成２９年２月２０日現在） 

  氏 名 現    職 区分 

１ 酒井 隆明  篠山市長 市長 

２ 清水 陽子  関西学院大学総合政策学部准教授 

学識経験を

有する者 
３ 田原 直樹  兵庫県立大学自然・環境科学研究所教授 

４ 村手 香織  篠山市顧問弁護士 

５ 森口 久  篠山市自治会長会会長 
自治会長会から

推薦を受けた者 

６ 荒木 昌稔  篠山市建築組合副会長 

その他市長

が必要と認

める者 

７ 井本 季伸  いそや不動産鑑定所代表 

８ 才本 謙二  有限会社才本建築事務所代表取締役 

９ 酒井 宏一  ＮＰＯ法人町なみ屋なみ研究所理事長 

１０ 達可 明朗  兵庫県丹波県民局まちづくり参事 

１１ 波田 賢司 
 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 

 三田・丹波支部副支部長（本部理事） 

１２ 細山 慶太 
 細山事務所（司法書士・土地家屋調査士・ 

 行政書士）代表 
 

【名簿順位】 市長・学識経験者・自治会長会・必要と認める者 ： ５０音順 
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篠山市の補助制度 

制度の名称           概 要 

篠山市空き家活用事業 空き家を地域の交流拠点などに再生する自治

会、まちづくり協議会、市民活動団体に改修

費の一部を助成 

篠山市空き家活用謝礼金制

度 

空き家バンクに登録された物件が成約に至っ

た場合、物件提供者に１０万円を交付 

事業者と利用希望者との間で空き家について

売買契約若しくは賃貸借契約が成立した場

合、又は事業者が売買契約若しくは賃貸借契

約を仲介した場合、２０,０００円を交付 

【平成２７年度改正】 

篠山市定住促進重点地区若

者定住住宅補助金 

住宅を新築・改修した若者・子育て世帯に対

し、新築１,０００万円以上の工事に対して 

５０万円を、改修３００万円以上の工事に対

して工事費用に応じ１５～５０万円を補助 

【平成２７年度新規】 

篠山市三世代ファミリー定

住住宅補助金 

三世代同居・近居を目的に住宅を新築（１,０

００万円以上）、改修・購入（３００万円以上）

する若者・子育て世帯に対して、２０万円を

補助 

【平成２７年度新規】 

篠山市若者定住住宅補助金 

市内業者が施行する１００万円以上の工事に

より住宅を新築・改修する若者・子育て世帯

に対して３０万円を補助 

【平成２８年度新規】 

篠山市老朽危険空き家除却

支援事業  

周囲に危害をおよぼすおそれのある空き家の

除却にかかる経費の一部を補助することによ

り、地域の生活環境の保全を図る。 

 

○ 兵庫県の補助制度の活用 

・空き家活用支援事業 

・古民家再生事業 

○ 国（国土交通省）の補助制度の活用 

・空き家再生等推進事業【活用事業タイプ】・【除却事業タイプ】 
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１．ささらい 

所在地   ：篠山市日置 

用途    ：飲食店経営者と協働した地産地消・特産創造・地域交流 

利用形態  ：無償貸与を受けた建物の転貸（１０年以上） 

 ※所有者→市→事業者 

事業費   ：１，２００万円 

補助対象額 ：１，０００万円 ※古民家再生促進支援事業（兵庫県） 

補助金内訳 ：国３３３万円＋県１６６万円＋市１６６万円＝６６６万円 
 

２．トラットリア・アル・ラグー 

所在地   ：篠山市福住 

用途    ：飲食店経営者と協働した地産地消・特産創造・地域交流 

利用形態  ：無償貸与を受けた建物の転貸（１０年以上） 

 ※所有者→市→事業者 

事業費   ：２，５５５万円 

補助対象額 ：１，４００万円 ※地域の夢推進事業（兵庫県丹波県民局） 

補助金内訳 ：県７００万円＋市３５０万円＝１，０５０万円 
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３．福住 わだ家 

所在地   ：篠山市福住 

用途    ：篠山暮らしお試し住宅 

利用形態  ：建物賃貸借契約 ※利用者→福住地区まちづくり協議会 

事業費   ：７００万円 

補助対象額 ：７００万円 ※地域の夢推進事業（兵庫県丹波県民局） 

補助金内訳 ：県 ３３５万円＋市３６０万円＝６９５万円 
 

４．シェアライフ小多田の家 

所在地   ：篠山市小多田 

用途    ：就農体験住宅 

利用形態  ：無償貸与を受けた建物の転貸（１０年以上） 

 ※所有者→市→事業者 

事業費   ：１，０５０万円 

補助対象額 ：１，０００万円 ※古民家再生促進支援事業（兵庫県） 

補助金内訳 ：国３３３万円＋県１６６万円＋市１６６万円＝６６６万円 
 

５．新右エ門さんの家 

所在地   ：篠山市上筱見 

用途    ：地産旬食・農業、料理の交流塾、農業体験・畑カフェなど 

利用形態  ：建物賃貸借契約 ※所有者→ささやま暮らし開き・風味里（フ

ァミリー） 

事業費   ：１，０４１万円 

補助対象額 ：１，０００万円 ※古民家再生促進支援事業（兵庫県） 

補助金内訳 ：国３３３万円＋県１６６万円＋市１６６万円＝６６６万円 
 

６．城下町ホテル NIPPONIA 

所在地   ：篠山市河原町（４棟のうちの１棟） 

用途    ：歴史的建造物を保存活用、宿泊施設、地域交流など 

利用形態  ：無償貸与を受けた建物の転貸（１０年以上） 

 ※所有者→市→事業者 

事業費   ：１，２００万円 

補助対象額 ：１，０００万円 ※古民家再生促進支援事業（兵庫県） 

補助金内訳 ：国３３３万円＋県１６６万円＋市１６６万円＝６６６万円 
 

 


